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掲示文書一覧（市長分） 令和8年4月15日

種別 番号 題　　名 主　管　課

告示 254 督促状の公示送達について 納税課

告示 255 督促状の公示送達について 納税課

告示 256 督促状の公示送達について 納税課

告示 257 認可地縁団体に関する告示事項の変更について 市民活動推進課

公告 145
中播都市計画道路事業城北線の事業計画の変更の認可に伴う図書の
縦覧について

街路建設課

公告 146
中播都市計画道路事業内環状東線の事業計画の変更の認可に伴う図
書の縦覧について

街路建設課

公告 147
中播都市計画道路事業内環状東線の事業計画の変更の認可に伴う図
書の縦覧について

街路建設課

公告 148
中播都市計画道路事業西門線の事業計画の認可に伴う図書の縦覧に
ついて

街路建設課

公告 149
中播都市計画道路事業広畑幹線及び鹿谷田線の事業計画の変更の認
可に伴う図書の縦覧について

街路建設課

公告 150 開発行為に関する工事の完了について まちづくり指導課

公告 151 開発行為に関する工事の完了について まちづくり指導課

公告 152 開発行為に関する工事の完了について まちづくり指導課

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



姫路市告示第 ２５４号 

令和 ８年 ４月１５日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

督促状の公示送達について 

 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記の書類を

保管しているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

記 

 

１ 送達を受けるべき者の氏名 

小和 孝志 

 

２ 送達すべき書類 

  令和７年度（2025 年度）固定資産税・都市計画税第３期分から第４期分に係る

督促状 



姫路市告示第 ２５５号 

令和 ８年 ４月１５日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

督促状の公示送達について 

 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記の書類を

保管しているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

記 

 

１ 送達を受けるべき者の氏名 

藤原 範之 

 

２ 送達すべき書類 

  令和７年度（2025 年度）市民税・県民税・森林環境税第３期分から第４期分に

係る督促状 



姫路市告示第 ２５６号 

令和 ８年 ４月１５日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

督促状の公示送達について 

 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記の書類を

保管しているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

記 

 

１ 送達を受けるべき者の氏名 

有野 栞菜 

 

２ 送達すべき書類 

  令和６年度（2024 年度）市民税・県民税・森林環境税第２期分から第４期分に

係る督促状 



姫路市告示第 ２５７号 

令和 ８年 ４月１５日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

認可地縁団体に関する告示事項の変更について 

 

 下記の認可地縁団体から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第

１１項の規定により告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第

１０項の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 団体名並びに変更があった事項及びその内容 

  別紙のとおり 

２ 変更認可年月日 

  別紙のとおり 

 



（別 紙） 

１ 上野田自治会 

変更事

項 

変  更  前 変  更  後 変更年月日 

代表者

の住所 

姫路市飾磨区上野田三丁

目８４番地２ 

姫路市飾磨区上野田四丁

目９８番地２ 
令和８年４月１日 

代表者

の氏名 

中村 隆一 

 

福永 豊 

 

 

２ 立船野自治会 

変更事

項 

変  更  前 変  更  後 変更年月日 

代表者

の住所 

姫路市夢前町山之内甲３

８９番地 

姫路市夢前町山之内甲４

９５番地１ 
令和８年４月１日 

代表者

の氏名 

大角 直樹 

 

増田 勝文 

 

 

３ 北夢前台自治会 

変更事

項 

変  更  前 変  更  後 変更年月日 

代表者

の住所 

姫路市北夢前台２丁目１

１番地 

姫路市北夢前台１丁目１

５番地 
令和８年４月１日 

代表者

の氏名 

塚本 義雄 

 

髙尾 文夫 

 

 

 

 



４ グリーン自治会 

変更事

項 

変  更  前 変  更  後 変更年月日 

代表者

の住所 

姫路市夢前町菅生澗１４

８９番地６９ 

姫路市夢前町菅生澗１５

０７番地６ 
令和８年３月２８日 

代表者

の氏名 

吉鶴 進一 

 

八木 昌代 

 

 

５ 毛野自治会 

変更事

項 

変  更  前 変  更  後 変更年月日 

代表者

の住所 

姫路市打越４０９番地 姫路市打越５８１番地１ 

令和８年４月１日 
代表者

の氏名 

大塚 雅史 

 

大塚 良昭 

 

 

 



                         姫路市公告第 １４５号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

中播都市計画道路事業城北線の事業計画の変更の認可に伴う

図書の縦覧について 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 63 条第２項において準用する同

法第 62 条第１項の規定に基づき、兵庫県知事から中播都市計画道路事業の変

更の認可に伴う図書の写しの送付があったので、同法第 63 条第２項において

準用する同法第 62 条第２項の規定に基づき、その図書を下記のとおり公衆の

縦覧に供する。 

 

記 

 

１ 施行者の名称 

  姫路市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  中播都市計画道路事業  

３．４．１７号 城北線 

３ 事業施行期間 

  変更後 平成 22 年（2010 年）６月 15 日から令和 11 年（2029 年）３月 

31 日まで 

４ 事業地 

⑴ 収用の部分                                   

   変更なし 

⑵ 使用の部分 

   なし 

５ 縦覧場所 

  姫路市安田四丁目１番地  姫路市建設局道路建設部街路建設課 



                         姫路市公告第 １４６号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

中播都市計画道路事業内環状東線の事業計画の変更の認可に

伴う図書の縦覧について 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 63 条第２項において準用する同

法第 62 条第１項の規定に基づき、兵庫県知事から中播都市計画道路事業の変

更の認可に伴う図書の写しの送付があったので、同法第 63 条第２項において

準用する同法第 62 条第２項の規定に基づき、その図書を下記のとおり公衆の

縦覧に供する。 

 

記 

 

１ 施行者の名称 

  姫路市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  中播都市計画道路事業  

３．２．１０３号 内環状東線 

３ 事業施行期間 

  変更後 平成 21 年（2009 年）５月 26 日から令和 10 年（2028 年）３月

31 日まで 

４ 事業地 

⑴ 収用の部分                                   

   変更なし 

⑵ 使用の部分 

   なし 

５ 縦覧場所 

  姫路市安田四丁目１番地  姫路市建設局道路建設部街路建設課 



                         姫路市公告第 １４７号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

中播都市計画道路事業内環状東線の事業計画の変更の認可に

伴う図書の縦覧について 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 63 条第２項において準用する同

法第 62 条第１項の規定に基づき、兵庫県知事から中播都市計画道路事業の変

更の認可に伴う図書の写しの送付があったので、同法第 63 条第２項において

準用する同法第 62 条第２項の規定に基づき、その図書を下記のとおり公衆の

縦覧に供する。 

 

記 

 

１ 施行者の名称 

  姫路市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  中播都市計画道路事業  

３．２．１０３号 内環状東線 

３ 事業施行期間 

  変更後 平成 24 年（2012 年）６月 29 日から令和 10 年（2028 年）３月

31 日まで 

４ 事業地 

⑴ 収用の部分                                   

   変更なし 

⑵ 使用の部分 

   なし 

５ 縦覧場所 

  姫路市安田四丁目１番地  姫路市建設局道路建設部街路建設課 



姫路市公告第 １４８号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

中播都市計画道路事業西門線の事業計画の認可に伴う図書の縦 

覧について 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 62 条第１項の規定に基づき、兵庫県

知事から中播都市計画道路事業の認可に伴う図書の写しの送付があったので、同

条第２項の規定に基づき、その図書を下記のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

記 

１ 施行者の名称 

姫路市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  中播都市計画道路事業  

３．４．１１６号 西門線 

３ 事業施行期間 

  令和８年（2026 年）３月 27 日から令和 13 年（2031 年）３月 31 日まで 

４ 事業地 

（１） 収用の部分 

兵庫県姫路市広畑区大町二丁目及び三丁目 地内 

（２） 使用の部分   

なし 



５ 縦覧場所 

  姫路市安田四丁目１番地  姫路市建設局道路建設部街路建設課 



姫路市公告第 １４９号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

中播都市計画道路事業広畑幹線及び鹿谷田線の事業計画の変更の 

認可に伴う図書の縦覧について 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同

法第６２条第１項の規定に基づき、兵庫県知事から中播都市計画道路事業の変更

の認可に伴う図書の写しの送付があったので、同法第６３条第２項において準用

する同法第６２条第２項の規定に基づき、その図書を下記のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 

記 

 

１ 施行者の名称 

姫路市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  中播都市計画道路事業 

３．４．５５３号 広畑幹線 

３．４．５５６号 鹿谷田線 

３ 事業施行期間 

  変更後 平成 27 年（2015 年）５月 26 日から令和 12 年（2030 年）３月 31 日

まで 



４ 事業地 

（１） 収用の部分 

変更なし 

（２） 使用の部分   

姫路市広畑区清水町三丁目、飾磨区英賀宮台地内 

５ 縦覧場所 

  姫路市安田四丁目１番地  姫路市建設局道路建設部街路建設課 



姫路市公告第 １５０号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定による許可に係る  

次の開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告す

る。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び許可番号 

令和７年７月２９日 

姫路市指令土 第１－３０号（２５） 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

姫路市北原字才ノ神１７２番１の一部、１８３番９及び１８４番１並びに字冬木

２０６番２３地先里道、水路及び無番地 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

姫路市東今宿三丁目２番１１号 

株式会社たか屋 

代表取締役 鎌田 経彦 



姫路市公告第 １５１号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定による許可に係る  

次の開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告す

る。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び許可番号 

令和７年７月１４日 

姫路市指令土 第１－２４号（２５） 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

姫路市書写字黒本８０９番、８１０番２及び８１１番１ 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

加古川市平岡町新在家１１７番地 

ＳＨＯＷＡ ＧＲＯＵＰ株式会社 

代表取締役 湖中 正泰 



姫路市公告第 １５２号   

令和 ８年 ４月１５日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定による許可に係る  

次の開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告す

る。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び許可番号 

令和７年６月９日 

姫路市指令土 第１－１７号（２５） 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

姫路市保城字大岩ノ下３３６番１０、３３６番１３、３３７番１、３３８番３の

一部、３３８番４及び３３６番１０地先水路 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

姫路市西中島２８４番地８ 

株式会社ハクロマーク製作所 

代表取締役 岸岡 秀 


